
第２編 大学・短期大学部（健康スポーツ学科履修細則）   Ｄ０６＿００４８１ 

○健康スポーツ学科履修細則 

 

（趣旨） 

第１条 この細則は、聖カタリナ大学学則（以下「学則」という。）及び聖カタリナ大学人間健 

康福祉学部履修規程に定めるもののほか、履修に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（授業科目及び開講年次等） 

第２条 健康スポーツ学科の授業科目、開講年次及び卒業に必要な単位数は教育課程表のとおり 

とする。 

２ 各授業科目の単位数及び時間数の基準は、講義、演習、実験、実習及び実技の授業の方法に 

応じ定められているが、学則第３７条第１項第２号及び第３号のただし書きに該当する科目 

並びに第４号の別に定める科目は次のとおりとする。 

  （１）第１項第２号関係 

      「教職実践演習（中・高）」３０時間で２単位 

  （２）第１項第３号関係 

     「体育実技」３０時間で１単位 

     「社会調査実習Ⅰ」３０時間で１単位 

     「社会調査実習Ⅱ」３０時間で１単位 

     「体つくり運動」３０時間で１単位 

    「器械運動」３０時間で１単位 

     「陸上競技」３０時間で１単位 

     「水泳」３０時間で１単位 

     「球技（サッカー・フットサル）」３０時間で１単位 

     「球技（バスケットボール）」３０時間で１単位 

     「球技（バレーボール）」３０時間で１単位 

     「球技（ラケットスポーツ）」３０時間で１単位 

     「球技（ソフトボール）」３０時間で１単位 

     「武道（剣道）」３０時間で１単位 

     「ダンス」３０時間で１単位 

     「エアロビックダンス」３０時間で１単位 

     「冬期アウトドアスポーツ」３０時間で１単位 

     「夏期アウトドアスポーツ」３０時間で１単位 

     「トレーニング実習」３０時間で１単位 

      「レクリエーション支援法Ⅰ」３０時間で１単位 

     「レクリエーション支援法Ⅱ」３０時間で１単位 
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     「レクリエーション支援実習」３０時間で１単位 

     「教育実習Ⅰ」１２０時間で４単位 

     「教育実習Ⅱ」８０時間で２単位 

   （３）第１項第４号関係 

     「キッズスポーツ指導実践」講義３０時間及び実習１０時間で２単位 

 「高齢者運動指導実践」講義３０時間及び実習１０時間で２単位 

     「運動処方実習」講義１４時間及び実習１６時間で１単位 

     「健康スポーツインターンシップ」演習３０時間及び実習４０時間で２単位 

 

３ 授業科目の開講年次は変更することがある。 

 

（共通基礎科目の履修方法） 

第３条 共通基礎科目の履修方法は、必修科目２１単位を含み合計２５単位以上を共通基礎科目 

のうちから修得しなければならない。 

２ 編入学生の履修方法については別に定める。 

 

（専門教育科目の履修方法） 

第４条 専門教育科目は次のとおり履修しなければならない。 

    ①学科基礎科目及び専門演習科目の必修科目１８単位を修得 

    ②－ａ展開科目から４０単位以上（健康社会系科目から必修科目を含み２２単位以上及

び健康スポーツ系科目から必修科目を含み１０単位以上を含む）を修得 

    ②－ｂ展開科目から４０単位以上（健康スポーツ系科目から必修科目を含み２２単位以

上及び健康社会系科目から必修科目を含み１０単位以上を含む）を修得 

    上記①並びに②－ａもしくは②－ｂの単位を含み合み計９９単位以上を修得しなければ

ならない。 

２ 編入学生の履修方法については別に定める。 

 

（資格の取得） 

第５条 健康スポーツ学科学生が取得できる資格及び免許状は、教育職員免許状、社会調査士資 

格、健康運動指導士受験資格、健康運動実践指導者受験資格、レクリエーション・インストラ 

クター資格、障がい者スポーツ指導員（初級）資格、コーチングアシスタント資格及びジュニ 

アスポーツ指導員受験資格とする。 

２ 資格及び免許状の取得に関する履修要領は別に定める。 

 

（補則） 

第６条 授業科目の履修については、この細則の定めにかかわらず公示することがある。 
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（細則の改廃） 

第７条 この細則の改廃は教務委員会で行う。 

 

   附 則 

 この細則は平成２６年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 １ この細則は平成２７年４月１日から施行し、平成２７年度入学生から適用する。 

 ２ 改正後の第２条第２項第３号の「インターンシップ」の実習に係る時間数については、こ 

の細則の施行日以前に在学する学生に対して開講する「インターンシップ」についても適用 

する。 

 

   附 則 

 この細則は平成２９年４月１日から施行し、平成２９年度入学生から適用する。ただし、第２

条第２項第２号の「教育実習Ⅰ」の時間数については、この細則の施行日以前に在学する学生

に対しても適用する。 

 

   附 則 

 この細則は平成３０年４月１日から施行し、平成３０年度入学生から適用する。ただし、第４

条第１項については、この細則の施行日以前に在学する学生に対しても適用する。 

 

附 則 

 この細則は平成３１年４月１日から施行し、平成３１年度入学生から適用する。 

 

附 則 

この細則は２０２１（令和３）年４月１日から施行し、２０２１（令和３）年度入学生から適 

用する。 

 


